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水産業競争力強化緊急事業業務要領（別添５） 

 

 

○水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業 

 

（用語の定義） 

第１条 別添５において使用する用語は、運用通知第３の２－10の（３）のイにおいて使用する用語

の例による。 

 

（助成対象経費） 

第２条 運用通知第３の２－10の（３）のイの（オ）の借受者が借り受ける漁船が、リース事業者が

当該借受者本人、その配偶者又は二親等以内の親族から取得したものである場合には、運用通知第

３の２－10の（３）のイの（ウ）に掲げる助成対象経費のうち「漁船取得・改修費」とあるのは「漁

船改修費」とし、当該漁船の取得経費は助成の対象としない。 

 

（漁船の借受者） 

第３条 運用通知第３の２－10の（３）のイの（オ）のａの（ａ）の要件については、リース計画書

申請の日における年齢を適用し、リース事業者は当該申請書にその年齢を証する書類を添付するも

のとする。 

 

（貸付対象漁船） 

第４条 運用通知第３の２－10の（３）のイの（カ）のｂの（ａ）の場合は次のとおりとする。 

 （１）中核的漁業者として認定された広域浜プランの対象地域だけでなく、それ以外の地域におい

ても中古漁船の情報を収集したにもかかわらず、必要とする中古船が見つからなかった場合。 

 （２）当該漁業の全国団体及び当該都道府県内の造船所等から中古漁船情報を収集したにもかかわ

らず、必要とする中古船が見つからなかった場合。 

 

（価格審査委員会） 

第５条 運用通知第３の２－10の（３）のイの（ク）の価格審査委員会は、取得価格等の審査に必要

な基準を定めるものとする。 

 

（貸付対象漁船のマッチング費用等に係る助成金の交付手続き） 

第６条 運用通知第３の２－10の（３）のイの（ケ）のｂの業務要領に基づく交付申請書の様式は別

記様式第６－１号のとおりとする。 

 

２ 運用通知第３の２－10の（３）のイの（ケ）のｂの業務要領に基づく交付決定通知は、別記様式

第６－２号による交付決定通知書により行うものとする。 

 

（漁船取得等に係る助成金の交付手続） 

第７条 運用通知第３の２－10の（３）のイの（コ）のｃの業務要領に定める基準は、別紙のとおり

とする。 

 

２ 運用通知第３の２－10の（３）のイの(コ)のｃ及びｄの業務要領に基づく重要な変更は、次に掲

げる変更とする。 

 （１）事業の中止又は廃止 

 （２）借受者又はリース事業者の変更 

 （３）助成金の増（ただし、消費税等の増額は除く。） 
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３ 前項に掲げる変更が生じた場合には、次の書類によりリース計画の変更の承認を申請しなければ

ならない。 

 （１）変更承認申請書（別記様式第６－６号） 

 （２）変更承認（中止又は廃止）申請書（別記様式第６－７号） 

 

４ 運用通知第３の２－10の（３）のイの（コ）のｅの業務要領に基づく助成金の交付申請は、別記

様式第６－１号による交付申請書により行うものとする。 

 

５ 運用通知第３の２－10の（３）のイの（コ）のｅの業務要領に基づく交付決定通知は、別記様式

第６－２号による交付決定通知書により行うものとする。 

 

６ 運用通知第３の２－10の（３）のイの（サ）のａの業務要領に基づく概算払請求書の様式は別記

様式第６－３号のとおりとする。 

 

７ 運用通知第３の２－10の（３）のイの（サ）のｃの業務要領に基づく精算払請求書の様式は別記

様式第６－４号のとおりとする。 

 

８ 運用通知第３の２－10の（３）のイの（サ）のｄの業務要領に基づく通知は、別記様式第６－５

号による額の確定通知により行うものとする。 

 

（事業実施報告） 

第８条 運用通知第３の２－10の（３）のイの（ス）の報告は、別記様式第６－８号による事業実施

報告書により行うものとする。 

 

２ 前項の報告書は、事業開始から５年以内に運用通知第３の２－10の（３）のイの（ケ）のａの（ａ）

の取組の目標（ＫＰＩ）を達成した場合であっても、事業開始後５年間は提出するものとする。 

 

（事業評価及び改善計画） 

第９条 運用通知第３の２－10の（３）のイの（セ）のａの報告は、別記様式第６－９号による評価

結果報告書により行うものとする。 

 

（その他） 

第 10条 水漁機構は、この業務要領に定めるもののほか、事業の円滑な遂行のために必要な事項につ

いて別に定めるものとする。 

 

 


